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第６章 許可申請の流れと申請書類 

１ 申請・許可等の事務手続きの流れ 

 
 
1.1 雨水浸透阻害行為面積の確認までの手続きフロー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

流域内で雨水浸透阻害行為を行おうとする者は、雨水浸透阻害行為面積を確認し、1,000m2

以上の場合であれば許可申請手続きに進み、国土交通省令で定める申請書を静岡市長に提出

しなければならない。 

ステップ１ １ 雨水浸透阻害行為の把握（常時必要） 
(1)従来から許可申請を要する行為の把握 

（都市計画法、宅地造成等規制法等の規定に基づく行為） 
(2)これ以外の行為の把握 

（例えば原野を締め固め駐車場にするような行為） 

ステップ２ ２ 許可申請必要可否の一次判定 

(1)開発区域面積が 1,000 ㎡以上であるか？ 

(2)巴川流域（特定都市河川流域）に位置 

するかどうか？ 

ステップ３ ３ 雨水浸透阻害行為面積の確認 
(1)行為区域位置図の作成 

(2)行為区域図の作成 

(3)現況地形図の作成 

(4)土地利用計画図の作成 

(5)雨水浸透阻害行為面積が 1,000 ㎡以上 

であるか？（様式の作成） 

 

法第 30 条による許可申請へ 

雨水貯留浸透対策 
の努力（法第５条） 

ＮＯ 

ＹＥＳ

雨水貯留浸透対策 
の努力（法第 40条） 

ＮＯ 

ＹＥＳ
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1.2 許可申請から工事検査完了までの手続きフロー 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の手続き 
 
 
 

ステップ４ ４ 雨水浸透阻害行為の許可申請書類の作成と整理 
(1)雨水浸透阻害行為許可申請書[別記様式第２]（省令第 16条） 

(2)計画説明書                              （省令第 16条） 

(3)計画図                        （省令第 16条） 

(4)行為区域位置図                 （省令第 18 条） 

(5)行為区域図               （省令第 18 条） 

(6)対策工事の計画が技術的基準に適合する 

ことを証する書類            （省令第 18条） 

ステップ５ 

ステップ６ 

ステップ９ 

ステップ１０ 

ステップ８ 

５ 申請書類の確認 
(1)申請書類の有無を確認 
(2)申請書類の内容を確認 

８ 申請内容の変更 
(1)変更許可申請（法第 37条） 

(2)届出（軽微な行為・省令第 24条） 

９ 工事完了の検査等 
(1)雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書・工事廃止届出書 
(2)対策工事の検査・検査済証の交付・標識の設置 

１０ 雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可 
(1)雨水貯留浸透施設設置後の許可を要する行為 
(2)通常の管理行為・軽易な行為・その他の行為で政令で定めるも 

の及び非常災害のための応急措置の許可申請は不要 

申請内容どおり工事完了 
した場合 

工事完了までに申請内容

の変更がある場合 

ステップ７ ７ 工事着手届 
(1)雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書 

６ 許可又は不許可の通知 
(1)許可の条件（法第 34条） 

(2)許可の特例（法第 35条） 

(3)許可・不許可の通知（法第 36条） 
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２ 許可申請までの手引き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ１ 雨水浸透阻害行為の把握及び監視 

 

2.1 都市計画法、宅地造成等規正法等の規定に基づく行為以外で雨水浸透阻害対象となる行為の例 

１）宅地等以外の土地（山地、林地、耕地、原野(草地)等）をローラー等で締め固め資材置

き場や駐車場等を造成するような行為 
２）宅地等以外の土地（山地、林地、耕地、原野(草地)等）にビニールハウス・温室を建設

する行為 
→雨水浸透阻害行為であれば、許可が必要。ただし、農地の転用に当たらないと都道府

県農地担当部局、もしくは農業委員会が判断する場合は、法９条但し書きに規定する

通常の管理行為、軽易な行為に該当し対象とはならない。 

３）排水施設を伴うゴルフ場の一部に舗装した通路を設置する行為 
４）排水施設を伴うゴルフ場の一部に駐車場の設置やクラブハウスの拡張等を行う行為 

５）国・県や市による公共事業として宅地等以外の土地（山地、林地、耕地、原野(草地)等）

において行われる雨水浸透阻害行為 
→事業目的、事業主体に係わらず許可（協議扱い）が必要 

６）ローラー等により締め固められた土地から排水施設を伴った運動場へ土地の形質を変更

する行為 

７）運動場の敷地内で排水が整備されていない区域に、新たに排水路を増設する行為 

 
2.2 把握方法について 

雨水浸透阻害行為の有無を把握するために下記の事項を実施するとともに、違反した者へ

の指導・改善命令を行うものとする。 
１）関係部局間の土地利用に関する連絡体制（課税部署との連携含む）の確立 
２）事前の広報による周知 
３）パトロール体制の実施 
４）住民との連携（通報体制） 
５）航空写真による確認 

 

雨水浸透阻害行為は、流域内での雨水の流出増をもたらす行為（1,000ｍ2以上）を対象として

いる。このため、従来から許可申請を要する 

(1)都市計画法の規定に基づく開発行為 

(2)宅地造成規制法等に基づく行為 

と重複し、雨水浸透阻害行為の許可申請を行う必要が生じる。また、これまでの諸法令では規制

行為でないものも、雨水浸透阻害行為の許可申請を必要とする場合が発生する。 

(3)(1)、(2)以外の行為（下記例示参照） 

よって、関連部署間の連携や広報などにより、雨水浸透阻害行為の許可の必要性をあらかじめ

周知するとともに、日常的な監視に努める必要がある。 
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ステップ２ 許可申請必要可否の一次判定 

 

2.3 巴川流域内での開発行為かの確認方法 

開発区域が巴川流域内であるかの確認は、静岡市役所の河川課または土木事務所の窓口に設置

してある「特定都市河川流域指定図(巴川流域)」を閲覧することにより確認ができる。 
また、インターネットにおいても、下記 URL から同様に確認することができる。 

http://doboku.pref.shizuoka.jp/desaki2/shizuoka/tomoegawa/16tokutei/tokutei-toshikasen3.html 
 

ステップ３ 雨水浸透阻害行為面積の確認 

 

2.4 行為区域位置図の作成 

縮尺 1/50,000 以上の地形

図を用いて、行為区域の位

置を表示した図面を作成す

る。(図 6-1 参照) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 行為区域図の作成 

縮尺 1/2,500 以上の県界、

市町村界、土地の地番及び

形状の入った地形図を用い

て、行為区域（事業エリア

全体）を表示した図面を作

成する。(図 6-2 参照) 

 
 
 
 
 

（○○市○○地区） 

S=1/50,000 

図 6-1 行為区域位置図の例 

S=1/2,500 

図 6-2 行為区域図の例 

http://doboku.pref.shizuoka.jp/desaki2/shizuoka/tomoegawa/16tokutei/tokutei-toshikasen3.html
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2.6 現況地形図（現況土地利用区分明示）の作成 

地形縮尺 1/2,500 以上とし、地形（等高線は２ｍの標高差を示すもの）、行為区域の境界並びに

土地利用区分毎（流出係数の区分毎の土地利用形態及び当該土地利用形態）の面積(着色等を行う)

を明示する。 

土地利用区分及び土地利用の判別は、現況の土地利用形態によることを原則とし、困難な場合

は、課税地目（土地登記簿謄本），などを参考にして行う。 

また、土地利用区分をまとめた表及び現況の土地利用を証明する写真(複数可)を添付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 土地利用計画図（計画土地利用区分明示）の作成 

行為区域の境界並びに土地利用区分（流出係数の区分毎の土地利用形態及び当該土地利用形態）

毎の面積(着色等を行う)を明示する。 
また、土地利用区分をまとめた表を添付する。なお、図面は現況及び計画の土地利用面積を重

ね合わせることにより、土地利用の変化が判別できるように作成すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
土地利用 
の形態 

面積 
(㎡) 

1 林地 700 

2 原野 800 

3 宅地 700 

4 果樹園 800 

5 畑地 5,000 

計  8,000 

No 
土地利用 
の形態 

面積 
(㎡) 

1-1 宅地 1,025 
1-2 道路 200 
2-1 宅地 1,415 
2-2 道路 260 
3-1 道路 160 
3-2 駐車場 1,950 
4-1 宅地 960 
4-2 道路 120 
5-1 宅地 925 
5-2 道路 110 
6 宅地 875 
計  8,000 

図 6-3 現況地形図の例 

（平成○年○月○日撮影） 

S=1/2,500 

写真撮影位置 

図 6-4 土地利用計画図の例 

S=1/2,500 
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2.8 雨水浸透阻害行為面積の算定 

現況土地利用及び、計画土地利用の区分毎の集水面積を別途指定の様式に記入し、雨水浸透阻

害行為面積を算出し、1,000 ㎡を超える場合は法第９条許可申請の対象となる。 

 

表 6-1(1/2) 雨水浸透阻害行為面積の算定（様式－Ａ 例示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■現況土地利用

宅地等 第２号関連 第３号関連 左記以外の土地

道路 鉄道線 飛行場

宅地 池沼 水路 ため池 (法面を有するものに限る) (法面を有するものに限る) (法面を有するものに限る) 山地

不浸透法面 植生法面 その他 不浸透法面 植生法面 その他 不浸透法面 植生法面 その他

1 300

2 600

3 50

4 800

5 900

小計 300 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2300

小計２

合計

■計画土地利用

宅地等 第２号関連 第３号関連 左記以外の土地

道路 鉄道線 飛行場

宅地 池沼 水路 ため池 (法面を有するものに限る) (法面を有するものに限る) (法面を有するものに限る) 山地

不浸透法面 植生法面 その他 不浸透法面 植生法面 その他 不浸透法面 植生法面 その他

1 300

2 600

3 50

4 800

5 900

小計 1200 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 0 800 0 0 0 0

小計２

合計

0

2650

2650

ﾛｰﾗｰその
他これに類
する建設機
械を用いて
締め固めら
れた土地

人工的に
造成され
た植生に
覆われた
法面

林地、耕地、
原野、その他
ﾛｰﾗｰその他
これらに類す
る建設機械を
用いて締め固
められていな
い土地

(法面を有
しないもの
に限る)

区域Ｎｏ

350 0 0

1250 600 800

2300

区域Ｎｏ

ｺﾝｸﾘｰﾄ等
の不浸透性
の材料によ
り覆われた
土地(法面
を除く)

ｺﾝｸﾘｰﾄ等
の不浸透性
の材料によ
り覆われた
法面

ｺﾞﾙﾌ場
（雨水を排
除するため
の排水施設
を伴うもの）

運動場その
他これに類す
る施設（雨水
を排除するた
めの排水施
設を伴うも
の）

(法面を有
しないもの
に限る)

(法面を有
しないもの
に限る)

林地、耕地、
原野、その他
ﾛｰﾗｰその他
これらに類す
る建設機械を
用いて締め固
められていな
い土地

(法面を有
しないもの
に限る)

(法面を有
しないもの
に限る)

(法面を有
しないもの
に限る)

人工的に
造成され
た植生に
覆われた
法面

ｺﾝｸﾘｰﾄ等
の不浸透性
の材料によ
り覆われた
土地(法面
を除く)

ｺﾝｸﾘｰﾄ等
の不浸透性
の材料によ
り覆われた
法面

ｺﾞﾙﾌ場
（雨水を排
除するため
の排水施設
を伴うもの）

運動場その
他これに類す
る施設（雨水
を排除するた
めの排水施
設を伴うも
の）

ﾛｰﾗｰその
他これに類
する建設機
械を用いて
締め固めら
れた土地
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表 6-1(2/2) 雨水浸透阻害行為面積の算定（様式－Ａ 例示） 

 （様式Ａ）

土地利用別面積集計表 エラーチェック⇒

区分 土地利用の形態の細区分
①現況土地

利用面積(㎡)

 　③雨水浸透阻害行為
 　　 の該当面積(㎡)
 1･2号関連：②の中段+下段
 3号関連   ：②の下段

流出係数
行為前

集水面積
(ha)

行為後
集水面積

(ha)

2650 2300 0.2650 0.2650

↑上記面積が1,000㎡以上
の場合、許可申請対象

0.292 0.881

OK

0.200 0.2300

0.300

0.400

0.500

1.000

0.500

0.800

0.950 0.0600

0.0800

0.900

0.900 0.0050 0.0050

0.0300 0.1200

1.000

1.000

800

0.900

1.000

0.900

600

900

50

300

900

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

600

2650

0

800

0

0

0

合　　計

合成流出係数

2300

0

0

0

第
３
号
関
連

上
記
第
１
号
か
ら
第
３
号
に

掲
げ
る
土
地
以
外
の
土
地

林地、耕地、原野、その他ローラー
その他これらに類する建設機械を
用いて締め固められていない土地

0

第
２
号
関
連

第
１
号
関
連

宅
地
等
に
該
当
す
る
土
地

宅
地
等
以
外
の
土
地

コンクリート等の不浸透性材料に
より覆われた法面

ゴルフ場
（雨水を排除するための排水施設
　を伴うものに限る）

運動場その他これに類する施設
（雨水を排除するための排水施設
　を伴うものに限る）

ローラーその他これに類する建設
機械を用いて締め固められた土地

山地

人工的に造成され植生に覆われた
法面

飛行場
（法面を有しないものに限る。）

飛行場
（法面を有するもの
　に限る。）

不浸透法面
(流出係数=1.00)

植生法面
(流出係数=0.40)

上記以外の土地
(流出係数=0.90)

コンクリート等の不浸透性材料に
より舗装された土地
（法面を除く。）

道路
（法面を有するもの
　に限る。）

不浸透法面
(流出係数=1.00)

植生法面
(流出係数=0.40)

上記以外の土地
(流出係数=0.90)

鉄道道路
（法面を有しないものに限る。）

鉄道道路
（法面を有するもの
　に限る。）

不浸透法面
(流出係数=1.00)

植生法面
(流出係数=0.40)

上記以外の土地
(流出係数=0.90)

　　②計画土地利用面積（㎡)
 上段：現況が１号及び2号関連
 中段：現況が3号関連
 下段：現況が1～3号関連以外

宅地

池沼

水路

ため池

 道路（法面を有しないものに限る。）

0

0

300
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３ 雨水浸透阻害行為の許可申請 

 

ステップ４ 雨水浸透阻害行為の許可申請書類の作成と整理 

 
3.1 必要書類の確認 

 雨水浸透阻害行為の許可申請に必要な書類は下表のとおりである。また、「ダウンロード可」と

なっている書類については、以下のアドレスにより様式をダウンロードすることができる。 

→ https://www.city.shizuoka.lg.jp/s9568/s007964.html 
 

表 6-2 雨水浸透阻害行為の許可申請に必要な書類 

根拠法令 書類(図面)の名称 様式入手方法 備考 

省令 

第 16 条 

雨水浸透阻害行為許可申請書(別記様式第２) ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可  

計画説明書（様式第１号） ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可 ｽﾃｯﾌﾟ 4 で作成 

計画図 

○現況地形図 

○土地利用計画図 

○排水施設計画平面図 

○対策工事の位置図 

○対策工事の計画図 

・雨水貯留浸透施設の形状 

・雨水貯留浸透施設構造の詳細 

申請者にて作成 

 

ｽﾃｯﾌﾟ 3 で作成 

ｽﾃｯﾌﾟ 3 で作成 

ｽﾃｯﾌﾟ 4 で作成 

ｽﾃｯﾌﾟ 4 で作成 

ｽﾃｯﾌﾟ 4 で作成 

 

省令 

第 18 条 

行為区域位置図 申請者にて作成 ｽﾃｯﾌﾟ 3 で作成 

行為区域区域図 申請者にて作成 ｽﾃｯﾌﾟ 3 で作成 

対策工事が技術基準に適合する書類 

 ○土地利用別面積集計表(様式Ａ) 
○雨水浸透阻害行為後の流出量(様式Ｂ) 
○雨水貯留浸透施設の規模(様式Ｃ) 
○調整池容量計算結果(様式Ｄ) 
○貯留浸透施設チェックシート(様式Ｅ) 

 

ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可 

ｼｽﾃﾑにて作成 

申請者にて作成 

ｼｽﾃﾑにて作成 

ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可 

 

ｽﾃｯﾌﾟ 3 で作成 

ｽﾃｯﾌﾟ 4 で作成 

ｽﾃｯﾌﾟ 4 で作成 

ｽﾃｯﾌﾟ 4 で作成 

ｽﾃｯﾌﾟ 4 で作成 

雨水浸透阻害行為の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲

げる事項を記載した申請書を静岡市長に提出しなければならない。 

(1) 雨水浸透阻害行為をする土地の区域（以下「行為区域」という。）の位置、区域及び規模 

(2) 雨水浸透阻害行為に関する工事の計画 

(3) 雨水貯留浸透施設の設置に関する工事その他の行為区域からの雨水浸透阻害行為による

流出雨水量の増加を抑制するため自ら施行しようとする工事（以下「対策工事」という。）

の計画 

(4) その他国土交通省令で定める事項 

前項の申請書には、国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。 

https://www.city.shizuoka.lg.jp/s9568/s007964.html
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3.2 雨水浸透阻害行為許可申請書 別記様式第二(省令第 16 条) の作成 

省令で定められた下表に必要事項を記入する。 
また、雨水浸透阻害行為に関する工事及び対策工事の着手予定日及び完了予定日を記載する。

（省令第７条） 
 

表 6-3 雨水浸透阻害行為許可申請(協議)書 
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3.3 計画説明書 様式第１号(省令第 16 条関係) の作成 
計画説明書は下表に必要事項を記入し作成する。また、行為区域（対策工事に係る雨水貯留浸

透施設の集水区域が行為区域の範囲を超える時は、当該超える区域を含む。以下同じ。）内の土地

の現況及び土地利用計画を含めた雨水浸透阻害行為に係る工事計画を記載する。 

 
表 6-4 雨水浸透阻害行為に関する工事の計画説明書 
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3.4 計画図の作成 

計画図は下表の図面を用意する。 

 
表 6-5 計画図一覧表 

図面の種類 明示すべき事項 縮尺 備考 

現況地形図 

地形、行為区域の境界並びに流

出係数の区分ごとの土地利用形

態ごとの面積 

1/2,500 

以上 

等高線は、２メートル

の標高差を示すもの

であること。 

土地利用 

計画図 

行為区域の境界並びに流出係数

の区分ごとの土地利用形態及び

当該土地利用形態ごとの面積 

1/2,500 

以上 
 

排水施設 

計画平面図 

排水施設の位置､排水系統､吐口

の位置及び放流先の名称 

1/2,500 

以上 

 

対策工事の

位置図 

対策工事の計画位置又は計画区

域及び集水区域 

1/2,500 

以上 

 

対策工事の

計画図 

雨水貯留浸透施設の形状 
1/2,500 

以上 

平面図､縦断面図及び

横断面図により示す

こと。 

雨水貯留浸透施設の構造の詳細 
1/500 

以上 

流入口及び放流口の

構造を含むものであ

ること。 

 
（１）排水施設計画平面図の作成 

排水施設計画平面図には排水施設の位置、排水系統、吐口の位置及び放流先の名称を必ず明

示する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

雨水浸透阻害行為面積 7,300m2 

集 水 面 積 8,000m2 

図 6-5 排水施設計画平面図の例 

ステップ３

で作成済 

ステップ４

で作成 

S=1/2,500 



第６章 許可申請の流れと申請書類 

６-12 
 

（２）対策工事の位置図の作成 

対策工事の位置図には対策工事の計画位置又は計画区域及び集水区域を必ず明示する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）対策工事の計画図の作成 

対策工事の計画図には、雨水貯留浸透施設の形状と詳細な雨水貯留浸透施設の構造を図示す

ることとし、流入口と放流口の構造を必ず図示する。 
ポンプ排水形式の場合は、詳細な構造図の他に操作規則を必ず添付する。 
平面図に標識の設置予定位置を必ず明示する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6-6 対策工事位置図の例 

図 6-7 対策工事計画図の例 

横断図(S=1/2,500)A-A’断面 

地下貯留施設 

S=1/2,500 

雨水浸透阻害行為面積  7,300 ㎡ 

集 水 面 積 8,000 ㎡ 

放流口 

流入管 

放流管 

ｵﾘﾌｨｽ 流入口 

縦断面図(S=1/2,500)B-B’断面 

平面図(S=1/2,500) 

Ａ’ 

標識設置予定位置 

位置図(S=1/50,000) 

 
地下貯留施設 

A 

B’ 

 
B 

標識 A’ 

構造図 

流入口詳細図(1/500) 

φ100 

放流口詳細図(1/500) 

φ50 
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流入量－時間関係グラフ
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3.5 雨水浸透阻害行為の許可申請の添付図書の作成 

許可申請書の添付図書として、下表の資料を添付する。 

 

表 6-6 許可申請の添付図書一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）様式Ｂ 雨水浸透阻害行為前後の流出量の作成 

調整池容量計算システムに下図を作成する機能が付いているので、それを活用し作成する。 

  

添付書類 
縮尺 

（様式 NO．） 
備考 

行為区域位置図 
1/50,000 

以上 
 

行為区域区域図 
1/2,500 

以上 
 

対策工事が 

技術基準に 

適合する書類 

土地利用別面積集計表 （様式Ａ）  

雨水浸透阻害行為の流出量 （様式Ｂ）  

雨水貯留浸透施設の規模 （様式Ｃ）  

調整池容量計算結果 （様式Ｄ）  

貯留浸透施設チェックシート （様式Ｅ） 
設計手法により異

なるシートを使用 

10:00～14:00 表示(ﾋﾟｰｸ付近) 

行為後流入量：0.2352m3/s 

行為前流入量：0.0673m3/s 

図 6-8 流入量－時間関係グラフの例 

ステップ３

で作成済 

ステップ４

で作成 
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流量ハイドログラフ
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２）様式Ｃ 対策工事における雨水貯留浸透施設の規模の作成 

下図は、駐車場の地下に 328 ㎥の地下調整池を設置する場合の事例である。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
３）様式Ｄ 調整池容量計算結果の作成 
調整池容量計算システムに下図を作成する機能が付いているので、それを活用し作成する。 

下図は、行為前最大流出量Q=0.0673㎥/sに対し、行為後最大流出量Q=0.2352㎥/sなっており、

これを雨水貯留浸透施設の設置により、調節後の最大流出量 Q=0.0672 ㎥/s におさえていること

を表している。これにより、行為前の雨水流出量最大値まで抑制されたことが証明される。

貯留面積 328 ㎡ 

計画貯留水深 1.0ｍ 

計画貯留容量 328 ㎥ 

許容放流量 0.0673 ㎥/s 

放流オリフィス φ184mm 

調節前のピーク流量 0.2352m3/s 
（行為後の流出雨水量の最大値） 

許容放流量 0.0673m3/s 
(行為前の流出雨水量の最大値) 

調節後のピーク放流量 0.0672m3/s 

10:00～14:00 表示(ﾋﾟｰｸ付近) 

図 6-10 水位・流量ハイドログラフの例 

位置図 S=1:2,500 地下調整池諸元表 

断面図 S=1:500 

図 6-9 雨水浸透阻害行為対策工事の規模の例 

地下貯留 
V=328 ㎥ 

オリフィス 
φ184mm 

V=328 ㎥ H=1.0ｍ 
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４）様式Ｅ 貯留浸透施設チェックシート 

貯留浸透施設の計画・設計の指針に従って、基本諸元の整理、水理計算、構造物各部の形状を

決定するにあたり、作業を順序良く、正確に行うためにチェックシートによる確認を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-11 貯留浸透施設設計フロー 

基本諸元
面積CA

流出係数fo,f1
対象降雨

流出量Qo,Q1
必要容量Va

浸透ます
諸元

施設形状Kfm
設置数量N

浸透量対策Qm
(空隙貯留量Vm)

貯留施設諸元
容量V
水深h

浸透トレンチ
諸元

施設形状Kft
設置数量L

透水性舗装
諸元

施設形状Kfh
設置数量A

浸透量対策Qt
(空隙貯留量Vt)

浸透量対策Qh
(空隙貯留量Vh)

放流施設諸元
管底位置ho
放流孔幅D
放流量Q

飽和透水係数ko
影響係数α

Q<Qo
V>Va

総浸透対策量Qs
(総空隙貯留量Vs)

諸元決定

浸透施設

貯留施設

※簡易設計法によるときは
空隙貯留量を見込まない
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表 6-7 調整池容量計算システム用チェックシート 
（様式Ｅ）

調整池容量計算システム用チェックシート 手入力

計算システムにより算出した結果を入力

自動計算のセル（何も入力しない）

諸　　元 算定方法等 指針参照先

単位

m
2
(ha) 開発区域内で雨水浸透阻害行為を行う面積

m2(ha) 開発区域内で雨水浸透阻害行為にあたらない面積

開発区域 m
2
(ha) Ａａ＝ａ＋ｂ

m2(ha) 開発区域外から雨水が調整池に入る面積

集水区域 m2(ha) Ａ＝Ａａ＋Ａｂ

行為前 計算システムにより算出し入力

行為後 計算システムにより算出し入力

基準降雨

行為前 m3/s 計算システムにより算出し入力

行為後 m
3
/s 計算システムにより算出し入力

開発区域内に調整池に流入しない面積がある場合に入力

m
2
(ha) 開発区域内で調整池に流入しない面積

　合成流出係数 行為後 直接放流区域の平均流出係数

　直接放流量 行為後 m3/s Q0=1/360*fｃ*r*ｃ

m2(ha) Aｃ＝A－ｃ

行為前 計算システムにより算出し入力

行為後 計算システムにより算出し入力

許容放流量 m3/s Q下段＝Q0－ｑ１－Q上段

「台地・段丘」、「微高地」、「低地」の中より選択して記入

現地試験の場合に入力する

m/hr ｋ０’＝ｋ０×3600／100

影響係数 地下水位、目づまり等による影響に対する安全率(=0.81)

② ③ ④ ←それぞれ４種類まで入力可能

ますの種類 ←円筒ます：1、正方ます：2、矩形ます：3

浸透面 ←側面及び底面：1、底面：2

幅1(直径) m 設置する浸透ますの幅（直径）：充填砕石部

幅2(延長) m 設置する浸透ますの幅(延長)　※円筒、正方の場合は記入不要

幅3(直径) m 設置する浸透ます本体の幅（直径）

設計水頭 m 設置する浸透ますの設計水頭

比浸透量 m
2 幅(直径)、設計水頭を用いて算定式により算出

個　数 個 設置する浸透ますの個数

浸透対策量 m
3
/hr 0.00 0.00 0.00 Qm1～n＝k０'×α×kｆm×N

浸透対策量　計 m3/s (Qm＝Qm1＋Qｍ２＋・・・・＋Qmn)/3600

体　積 m
3 0.00 設置する浸透ますの形状により算出

空隙率 ％ 使用する部材により決定

空隙貯留量　計 m3 ｖｍ＝ｖｍ１×αｍ１＋ｖｍ２×αｍ２＋・・・・＋ｖｍｎ×αｍｎ

幅　 m 設置する浸透トレンチの幅

設計水頭 m 設置するトレンチの設計水頭

比浸透量 m
2 0.00 0.00 0.00 幅、設計水頭を用いて算定式により算出

延　長 m 設置する浸透トレンチの延長

浸透対策量 m
3
/hr 0.00 0.00 0.00 Qt1～ｎ＝k０'×α×kｆｔ×Lt

浸透対策量　計 m3/s (Qｔ＝Qｔ1＋Qｔ２＋・・・・＋Qｔn)/3600

体　積 m3 0.00 設置する浸透トレンチの形状により算出

空隙率 ％ 使用する部材により決定

空隙貯留量　計 m3 ｖｔ＝ｖｔ１×αｔ１＋ｖｔ２×αｔ２＋・・・・＋ｖｔｎ×αｔｎ

設計水頭 m 施工する透水性舗装の設計水頭

比浸透量 m2 0.000 0.000 0.000 設計水頭を用いて算定式により算出

面　積 m
2 施工する透水性舗装の面積

浸透対策量 m3/hr 0.00 0.00 0.00 Qh1～ｎ＝k０'×α×kｆh×Ah

浸透対策量　計 m
3
/s (Qｈ＝Qｈ1＋Qｈ２＋・・・・＋Qｈn)/3600

体　積 m3 施工する透水性舗装の形状により算出

空隙率 ％ 使用する部材により決定

空隙貯留量　計 m
3 ｖｈ＝ｖｈ１×αｈ１＋ｖｈ２×αｈ２＋・・・・＋ｖｈｎ×αｈｎ

浸透対策量 m3/hr 施工する施設の浸透能力により算出し入力

浸透対策量　計 m
3
/s (Qｘ＝Qｘ1＋Qｘ２＋・・・・＋Qｘn)/3600

空隙貯留量 m3 使用する二次製品の空隙貯留量を入力

空隙貯留量　計 m
3 ｖｘ＝ｖｘ１＋ｖｘ２＋・・・・＋ｖｘｎ

浸透対策量 合　計 m3/s Qs＝Qｍ＋Qｔ＋Qｈ＋Qｘ

空隙貯留量 合　計 m3 ｖｓ＝ｖｍ＋ｖｔ＋ｖｈ＋ｖｘ

池の壁面形状 池の勾配 ←「直壁」、「１：○」、「複断面」を記入

容量(ｖ)

① ①

② ②

③ ③

④ ④

⑤ ⑤

⑥ ⑥

⑦ ⑦

⑧ ⑧

放流孔形状 直径(高さ) m 計算システムにより算出し入力

矩形の場合→幅　 m 計算システムにより算出し入力

管底位置 池底から m 計算システムにより算出し入力

m3/s 計算システムにより算出し入力

m 計算システムにより算出し入力

m3 計算システムにより算出し入力

m
3
/ha V＝Ｖmax／ａ×10,000

放流量評価 ＯＫ　ｏｒ　ＮＧ 許容放流量 Q　≧　最大放流量 Qｍａｘ＋直接放流量ｑ１ＯＫ 0.00000

池内最大ボリューム Ｖｍａｘ

開発区域に必要な調整池容量 Ｖ 0Ａ

最大放流量 Qｍａｘ 0.00000

池内最大水深 Ｈｍａｘ

B

ｈ０

放流施設諸元 自然、2段(下段） 2段(上段)

φ(D)

地盤高、外水位の高さ等を考慮して設定した貯留施設の形状により作成

貯留施設諸元

直壁　or　１：○

自然放流方
式
2段ｵﾘﾌｨｽ方
式
ﾎﾟﾝﾌﾟ放流方
式

水深～容量関係
水深～ﾎﾟﾝﾌﾟ関係

水深(m) 水深(m) ﾎﾟﾝﾌﾟ(ｖ)

0.000

Qｓ 0.15238

ｖｓ 37.800

その他

Qｘ１～ｎ

Qｘ 0.00000

ｖｘ１～ｎ

ｖｘ

Qh 0.15238

ｖｈ１～ｎ 378.00

αh１～ｎ 10

ｖｈ 37.800

透水性舗装

H 0.18

ｋｆh 1.290

Ah 2100.00

Qh１～ｎ 548.57

ｖｔ１～ｎ 0.00

αt１～ｎ

ｖｔ 0.000

Qt１～ｎ 0.00

Qt 0.00000

ｋｆt 0.00

Lt浸透トレンチ
及び
浸透側溝

w

H

ｖｍ 0.000

Qｍ 0.00000

ｖｍ１～ｎ 0.00

αｍ１～ｎ

N

Qｍ１～ｎ 0.00

浸透ます

w1(ｄ)

w2(L)

w3(ｄ)

ｋ０’ 0.25

α 0.81

①

H

ｋｆm

←少数第5位まで

Q下段、Q上段 0.03645

浸透施設諸元

飽和透水係数
台地・段丘ｏｒ微高地
ｏｒ低地ｏｒ現地試験

ｋ０ cm/s
台地・段丘 0.00700

　合成流出係数
ｆ０ｃ

ｆ１ｃ

ｆｃ

ｑ１

　直接放流区域を除いた集水区域 Aｃ

Q1 0.11290

直接放流区域がある場合

　直接放流区域 ｃ

Ｗ 1/ 10

ピーク流入量
Q0 0.03645

合成流出係数
ｆ０ 0.286

ｆ１ 0.929

開発区域外から雨水を流入する区域 Ａｂ

Ａ 3,600 0.3600

雨水浸透阻害行為に該当しない区域 ｂ 440 0.0440

Ａａ 3,600 0.3600

基本諸元 値

雨水浸透阻害行為区域 ａ 3,160 0.3160
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ステップ５ 申請書類の確認 

 

 

 

3.6 許可申請に必要な書類の有無の確認 

許可申請に必要な書類の有無を以下のチェックリストによって確認する。 

 
表 6-9 申請書類の有無を確認するチェックリスト 

申請必要書類 
有無の確認 

備 考 
申請者 許可権者 

雨水浸透阻害行為許可申請書（別記様式第２）    

計画説明書    

現況地形図    

土地利用計画図    

排水施設計画平面図    

対策工事の位置図    

対策工事の計画図    

行為区域位置図    

行為区域区域図    

様式Ａ 土地利用別面積集計表    

様式Ｂ 雨水浸透阻害行為後の流出量    

様式Ｃ 雨水貯留浸透施設の規模    

様式Ｄ 調整池容量計算結果    

様式Ｅ 貯留浸透施設チェックシート    

 

雨水浸透阻害行為の許可申請に必要な書類の有無や内容について確認する。 



第６章 許可申請の流れと申請書類 

６-18 
 

3.7 許可申請に必要な書類の内容確認 
許可申請に必要な書類の内容を以下のチェックリストによって確認する。 

表 6-10 申請書類の内容を確認するチェックリスト（その１） 
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表 6-11 申請書類の内容を確認するチェックリスト（その２） 
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表 6-12 申請書類の内容を確認するチェックリスト（その３） 
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3.8 許可申請に必要な書類の留意事項 

許可申請に必要な書類の審査において、以下に示した事項については、特に留意することとす

る。 

１）雨水排水区域図により排水先の確認 

下水道の雨水排水計画図により事業エリアの排水先となる地点の幹線名等を確認する。 
２）開発面積と集水面積及び雨水浸透阻害行為面積の確認 

下水道の雨水排水計画図等により開発面積、集水面積、雨水浸透阻害行為面積の関係が行為

区域図に明示されているか確認する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３）合成流出係数の算出方法の確認 

合成流出係数算定面積と集水面積が整合しているかを確認する。 

４）雨水浸透施設が浸透施設の設置禁止区域内に設置していないか確認 

各種規制範囲や本指針を活用し、雨水浸透施設が設置禁止区域内に設置されていないかを確 

認する。 

５）雨水貯留浸透施設の構造形式の確認 

雨水貯留浸透施設の構造形式を確認する。なお，構造形式は、「流域貯留施設等設置指針（案）」 

及び「防災調節池等技術基準（案）」等を参考とする。 

６）標識設置予定位置の確認 

雨水貯留浸透施設の標識の設置位置については、以下の事項に留意し、申請者と協議し設定 
する。 

① 雨水貯留浸透施設等が複数設置される場合は、代表１ヶ所に標識を設置する。 

② 設置場所は、施設周辺の居住者や事業経営者の見やすい場所に設ける。 
③ 対策工事が調整池の場合は、調整池の近傍が望ましい。 

④ 対策工事に浸透施設等が複数設置される地区では、地域案内看板や防災看板等で検討 

する。 

 

図 6-12 各エリアの確認 

開発区域 

雨水浸透阻害行為の範囲 

行為区域 
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７）排水先の妥当性の確認 

雨水貯留浸透施設の放流口の敷高が排水先水位の影響を受けないか、また流入口の敷高が呑

口の地盤高から背水影響が発生しないか確認する。（図 6-13～15 参照） 

 

① 例示１（雨水貯留施設の放流口が背水の影響を受けるかどうか確認） 

調整池の放流口の高さと排水先の水位（HWL）を比較し，互いに影響を受けないことを確

認する。 

 
 
 
 
 
 
 
 

② 例示２（雨水貯留施設の流入口が背水の影響を受けるかどうか確認） 

調整池の流入口の高さと調整池水位を比較し，流入管が背水の影響を受けないことを確認

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 例示３（ポンプ排水となる場合） 

排水先の水位関係より自然排水かポンプ排水か判定する。 

 
 

排水先水路 

図 6-13 放流口の位置 

図 6-14 流入口の位置 

図 6-15 ポンプ排水 
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 ステップ６ 許可又は不許可の通知 

 
 
 
 
 
 
3.9 許可又は不許可の通知 

許可申請がステップ５において適正であると判断された場合は、下図の許可書又は協議書

により、申請者へ通知することとする。 

 

都道府県知事等は、法第 30 条の許可の申請があったときは、法第 36 条に基づき遅滞なく許

可又は不許可の処分をしなければならない。 

許可又は不許可の処分は、文章をもって申請者に通知しなければならない。 

図 6-16 許可書（法第 30 条関係） 図 6-17 協議書（法第 35 条関係） 
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ステップ７ 工事着手届 

 

 

 

 

3.10 工事着手届 

許可を受けた者について、対策工事を着手する場合は、工事着手届出書により静岡市長へ届け

出なければならない。 

また、着手届の提出があった場合には、許可を受けた者に対して以下の事項を説明するものと

する。 

１）一般 

雨水浸透阻害行為及び対策工事（貯留施設及び浸 

透施設の設置に係わる工事）における着手予定日又 

は完了予定日の変更に限り軽微な変更に該当し、そ 

の場合は「3.11 申請内容の変更」に基づく変更届 

出書による変更申請を行う。 

それ以外の変更は、変更許可申請書を必要とする。  

（法第 16 条） 

２）施工 

(1)位置等の変更 

施工の作業性・効率性を理由に、現場において無断で対策施設の位置等を変更してはなら 

ない。特に、以下の行為においても、調整池の計算容量・水位・放流量が変わるため、注意 

が必要である。 

①オリフィスの大きさ（径）の変更⇒小さくすることも不可 

②オリフィス管底の位置（レベル）の変更 

③表面調整池の場合の地盤レベルの変更 

④建物周りで表面調整池を計画している場合における建物配置の変更 

⑤集水区域の変更（例えば、直接放流区域面積の拡大、集水区域が物理的に分離される箇

所（集水区域境界）の変更、或いは宅地分譲の場合の各区画の面積変更など） 

(2)出来形の管理  

貯留施設として駐車場等の地番面を切り下げて雨水を貯める表面調整池を計画している場 

合は、地盤面の仕上げ（出来形）が調整池の容量に影響するため出来形の精度管理が重要で 

ある。（完了検査において、調整池の容量不足が判明した場合、大規模な是正工事が必要とな 

る可能性がある） 

(3)地下埋設物の出来形管理 

地下埋設部の施工については、完了検査時に目視することができないため、施工段階写真 

と併せて出来形写真の撮影が必要である。（第７章に詳述） 

法第 30 条の許可を受けた者は、当該許可に係わる雨水浸透阻害行為に関する工事を着手する

場合、工事着手届を提出しなければならない。 

図 6-18 雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書 
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ステップ８ 申請内容の変更 

 

 

 

 

 

 

 

3.11 申請内容の変更 

許可を受けた者について、行為区域の位置、区域、規模を変更する場合は、変更許可申請(協

議)書により、静岡市長へ許可申請(協議)しなければならない。 

また、工事の着手予定日又は完了予定の変更のみの場合は、変更届出書により静岡市長へ届け

出なければならない。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法第 37 条に基づき法第 30 条の許可を受けた者は、雨水浸透阻害行為をする土地の区域(以

下「行為区域」という)の位置、区域及び規模を変更しようとする場合においては、都道府県

知事等の許可受けなければならない。 

ただし、着手予定日及び完了予定日の変更の場合は、軽微な変更とみなし届け出となる。 

図 6-19 雨水浸透阻害行為変更許可申請（協議）書 図 6-20 雨水浸透阻害行為変更届出書 
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ステップ９ 工事完了の検査等 
 
 
 
 
 
3.12 対策工事の完了（廃止）時の届出 

許可を受けた者について、対策工事が完了した場合は、図 6-21 の工事完了届出書により、静岡

市長へ届け出なければならない。 

また、対策工事を廃止した場合は、図 6-22 であらわした工事廃止届出書により静岡市長へ届け

出なければならない。 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法第 30 条の許可を受けた者は、当該許可に係わる雨水浸透阻害行為に関する工事を完了し、

又は工事を廃止したときは国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け

出なければならない。 

図 6-21 工事完了届出書 図 6-22 工事廃止届出書 
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3.13 対策工事の検査 

 

 

 

 

 
１）雨水貯留浸透施設の検査 

許可を受けた者は、許可権者が指定する検査シートと、対策工事の出来高図を作成し、検査 

を受けるものとする。 

検査内容及び方法については、次章「雨水貯留浸透施設の施工・完了検査」を参照されたい。 

 

２）検査済証の交付 

 
 
 
 

静岡市長は、雨水浸透阻害行為に対する対策工事が完了した旨の届出があったときは、遅

滞なく、当該工事が法第 32 条の政令で定める技術的基準に適合しているかどうかについて

検査しなければならない。 

静岡市長は、雨水浸透阻害行為に関する工事が検査の結果、特定都市河川浸水被害対策法

第 30 条の規定による雨水浸透阻害行為の許可の内容に適合していると認めた場合は、検査

済証の交付を行う。 

図 6-23 検査済証 
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3.14 標識の設置 
 
 
 

【解説】 

当該雨水貯留浸透施設が特定都市河川流域の特定都市河川、特定都市下水道又は地先の

水路等の浸水被害防止に寄与していることを流域内住民等に対して周知させるため、その

旨を記載し、機能と構造を図で示す等、簡易で安価な分かりやすいものが望ましい。 

 

１）標識の設置位置について 

静岡市長は、検査済証を交付した対策工事において、申請書類に明記されている標識設 

置予定箇所に設置することとする。なお、現地再精査の結果、申請書類に明記された箇所 

よりも適当と判断された場合に限って、設置位置を変更することができる。 

 

２）標識の記載内容について 

設置する標識の記載内容については、以下の項目を明示することとする。 

① 雨水貯留浸透施設（以下この条において単に「施設」という。）の名称 

② 雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証番号 

③ 施設の容量（容量のない施設にあっては規模）及び構造の概要 

④ 雨水貯留浸透施設が有する機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者は静 

岡市長の許可を要する旨 

⑤ 施設の管理者及びその連絡先 

⑥ 標識の設置者及びその連絡先 

 

３）標識設置の簡略化について 

設置する標識の規格は、大きさは 600mm×400mm(図 6-24 参照)、設置方法はコンクリー 

ト基礎式を原則とするが、現地状況により困難と判断された場合は、対策工事の種類によ 

って以下の大きさのプレート式にそれぞれ変更することができる。 

 

表 6-13 設置する標識の規格 

対策工事の種類 標識の規格 

貯留施設 450mm×300mm 以上（Ａ３程度） 

浸透施設 

一般住宅 300mm×200mm 以上（Ａ４程度） 

200mm×150mm 以上（Ｂ５程度） 道路 

集合住宅、駐車場、公園 

学校、行政施設 
450mm×300mm 以上（Ａ３程度） 

静岡市長は、対策工事の計画についての技術的基準に適合すると認めた場合は、雨水

貯留浸透施設が存する旨を表示するため標識を設置し、その機能監視を行う。 
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図 6-24 標識の例示（600mm×400mm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-25 設置状況のイメージ（透水性舗装） 

 

４）雨水貯留浸透施設の存置・機能監視 

静岡市長は、パトロールを実施することにより、雨水貯留浸透施設の存置・機能監視及び 
無許可工事の早期発見に努めることとする。 

また、安全対策の指導として、行為後の対応については、災害の防止のため必要がある 

と認められるときは、排水施設の設置、改造その他必要な措置をとることを勧告し、又は、 

必要があると認める場合には、排水施設の措置、改造その他災害発生を未然に防止するた 

めに必要な工事を行うことを命ずるものとする。 
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４ 雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の手続き 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ステップ１０ 雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可 
 
4.1 雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為と通常の管理行為その他の行為 

法第 30 条により設置した雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為を行う場合は、

雨水貯留浸透施設機能阻害行為許可申請書（図 6-26 参照）を静岡市長に提出し許可を受ける必要

がある。 

 
１）雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為（政令で定める行為） 

① 雨水貯留浸透施設の敷地である土地（雨水貯留浸透施設が建築物等に設置されている 

場合にあっては、当該建築物等のうち当該施設に係る部分）において物件を移動の容 

易でない程度に堆積し、又は設置する行為 

② 雨水貯留浸透施設を損傷する行為 

③ 雨水貯留浸透施設の雨水の流入口又は流出口の形状を変更する行為 

 

２）通常の管理行為その他の行為で政令で定めるもの 

① 雨水貯留浸透施設の維持管理のために行う行為 

② 仮設の建築物等の建築その他の雨水貯留浸透施設又はその敷地である土地を一時的な利 

用に供する目的で行う行為（当該利用に供された後に当該雨水貯留浸透施設の機能が当該 

行為前の状態に戻されることが確実な場合に限る。） 

法第 32 条の国土交通省令で定める技術基準に適合すると認められた雨水貯留浸透施設に

ついて、次に掲げる行為を行う者は静岡市長の許可が必要である．但し，通常の管理行為そ

の他の行為で政令で定めるもの、及び非常災害のため必要な応急処置として行う行為につい

てはこの限りではない。 

(1)雨水貯留浸透施設の全部又は一部の埋立て 

(2)雨水貯留浸透施設（建築物等に設置されているものを除く。）の敷地である土地の区域 

における建築物等の新築、改築又は増築 

(3)雨水貯留浸透施設が設置されている建築物等の改築又は除却（雨水貯留浸透施設に係 

る部分に関するものに限る。） 

(4)前三号に掲げるもののほか、雨水貯留浸透施設が有する雨水を一時的に貯留し、又は 

地下に浸透させる機能を阻害するおそれのある行為で政令で定めるもの 
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図 6-26 雨水貯留浸透施設機能阻害行為許可申請(協議)書 
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4.2 許可申請時に必要となる図面（省令第 39 条） 

許可申請に必要となる図面は下表のとおりである。なお、作成する際には、前述の 

ステップ３及びステップ４を参照すること。 

 

表 6-14 許可申請時に必要となる図面 

図面の種類 明示すべき事項 縮尺 備考 
雨水貯留浸

透施設の位

置図 

雨水貯留浸透施設の位置及

び集水区域 
2,500 分の１以上  

雨水貯留浸

透施設の現

況図 

雨水貯留浸透施設の形状 2,500 分の１以上 平面図､縦断面図及び

横断面図により示すこ

と。 
雨水貯留浸透施設の構造の

詳細 
2,500 分の１以上 流入口及び放流口の構

造を含むものであるこ

と。 
雨水貯留浸

透施設の機

能を阻害す

るおそれの

ある行為の

計画図 

当該行為により設置される

施設の形状 
2,500 分の１以上 平面図､縦断面図及び

横断面図により示すこ

と。 
当該行為により設置される

施設の構造の詳細 
500 分の１以上  

保全工事の

計画図 
保全工事に係る施設の形状 2,500 分の１以上 平面図､縦断面図及び

横断面図により示すこ

と。 
保全工事に係る施設の構造

の詳細 
500 分の１以上 流入口及び放流口の構

造を含むものであるこ

と。 
 
 
4.3工事完了の検査等 

対策工事完了に伴って行う検査については、ステップ９を参照し、同様に行うものとする。 

ステップ３

を参照 

ステップ４

を参照 

法９条にて

作成済 


